
2025年2月20日 

 

吸収合併に関する事前開示書面 

 

（吸収合併存続会社：会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく事前備置書面） 

（吸収合併消滅会社：会社法第782条第1項及び会社法施行規則第182条に基づく事前備置書面） 

 

広島市中区紙屋町二丁目１番18号  

株式会社エディオン 

代表取締役会長執行役員 久保允誉 

 

福井県福井市新保北一丁目601番地 

株式会社サンキュー 

代表取締役社長 道法一雅 

 

株式会社エディオン（以下「吸収合併存続会社」といいます。）及び株式会社サンキュー（以下「吸収合

併消滅会社」といいます。）は、それぞれ取締役会の決議を経て、2024年10月1日付で合併契約書を締

結し、2025年4月1日を効力発生日とする吸収合併（以下「本合併といいます。」を行うことといたしました。  

本合併に関する事前開示事項（会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条ならびに会社法

第782条第1項及び会社法施行規則第182条に定める事項）は以下のとおりです。  

なお、本合併は、吸収合併存続会社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併、吸収合

併消滅会社においては会社法第784条第1項に規定する略式合併となります。 

 

 

１．吸収合併契約の内容  

別紙１のとおりです。  

 

２．合併対価の相当性に関する事項  

完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付は行いません。  

 

３．合併対価について参考となるべき事項  

該当事項はありません。  

 

４．新株予約権の定めの相当性に関する事項  

該当事項はありません。 

 

５．計算書類等に関する事項  

（1）吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等  

吸収合併存続会社は、有価証券報告書及び四半期報告書を関東財務局に提出しております。最終





別紙１












































